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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の基板と、
　前記一対の基板間に挟持された電気光学物質と、
　前記一対の基板のうち一方の基板上には、前記電気光学物質に対向する表面側に所定パ
ターンで設けられる遮光膜と、
　前記一対の基板のうち他方の基板上には、前記電気光学物質に対向する表面側に画素電
極と、
　前記画素電極に対応して設けられたスイッチング素子とを備え、
　前記一方の基板には溝が形成されており、
　前記遮光膜の上はオーバコート層により平坦化されており、
　前記遮光膜は、前記溝内に該溝により生じた段差と重ならないように形成されてなるこ
とを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　前記遮光膜は、アルミニウムからなる層、クロムからなる層及び酸化クロムからなる層
の３層構造であることを特徴とする請求項１に記載の電気光学装置。
【請求項３】
　前記一方の基板上には、前記電気光学物質に対向する側の表面上に、前記画素電極に対
向する対向電極を備えたことを特徴とする請求項１または２に記載の電気光学装置。
【請求項４】
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　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の電気光学装置を備えたことを特徴とする電子機
器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は液晶等の電気光学物質を挟持する一対の基板を有する電気光学装置の技術分野に
属し、特に、これらの基板のうち、対向基板等の一方の基板上に、各画素の開口領域を規
定する遮光膜を設けてなる電気光学装置の技術分野に属する。
【０００２】
【背景技術】
電気光学装置の一例たる液晶装置としては、例えば画素スイッチング用の薄膜トランジス
タ（以下適宜、ＴＦＴ（Thin Film Transistor）と称す）を有するアクティブ・マトリク
ス駆動方式の液晶装置が知られている。この液晶装置では、ＴＦＴが形成されるＴＦＴア
レイ基板側に画素電極が、それに対向する対向基板側に対向電極が、それぞれ形成される
。これらのうち画素電極は、ＴＦＴアレイ基板上でマトリクス状に複数配列されるのに対
し、対向電極は、対向基板の全面に一様に形成される。なお、ＴＦＴは、複数形成される
画素電極の各々に対応するように設けられる。また、画素電極の面上及び対向電極の面上
には一般に、それぞれ配向膜が設けられ、これら上下の配向膜により液晶が挟持される。
【０００３】
また、このような電気光学装置では、対向電極が形成される対向基板の表面、すなわち対
向電極と対向基板の間に、各画素の開口領域（即ち、各画素において、実際に表示に寄与
する光が透過あるいは反射により出射する領域）を規定すべく、言い換えれば、各画素の
非開口領域（即ち、各画素において、実際に表示に寄与する光が透過あるいは反射により
出射しない、開口領域を除く領域）を規定すべく、例えば金属クロムＣｒ等からなるブラ
ックマトリクス（ＢＭ）あるいはブラックマスクと称される遮光膜が、格子状あるいはス
トライプ状などの所定パターンで成膜されていた。この遮光膜は、画素と画素の間からの
光漏れを防ぐ作用を発揮し、その結果、画像コントラストの向上を図ることができたり、
また、カラーフィルタを設ける場合にあっては、混色の防止という効果を得ること等が可
能となる。
【０００４】
尚、このような各画素の開口領域を規定する遮光膜を、部分的にあるいは全面的にＴＦＴ
アレイ基板側に、所謂内蔵遮光膜として作り込む技術や、ＴＦＴアレイ基板上のデータ線
等から部分的に構築する技術も開発されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述の如く遮光膜パターンを対向基板上に成膜した後、その上に対向電極
及び配向膜を形成すると、遮光膜パターンが所定の高さを有するものであることから、こ
れら対向電極及び配向膜には、該遮光膜パターン形成部位に応じて段差部が生じることと
なっていた。このため第一に、配向膜に対するラビング処理を均一に行うことが困難とな
っていた。また第二に、段差部における対向電極のクラック発生や、配向膜の塗布不良等
が問題となっていた。
【０００６】
さらには、近年、電気光学装置の微細化が進展するにつれ、液晶層の間隔がより小さくな
る傾向（例えば、当該間隔が２μｍ程度）にあり、段差部の高さがあまりに大きければ、
液晶層の適正な「厚み」をとることが不可能となる。段差部の存在は、この点からも問題
がある。
【０００７】
また、最近では、より高い遮光性能を有する電気光学装置とするべく、例えば、光入射面
が高反射膜、その裏面が低反射膜等となる多層化された遮光膜が用いられるようになって
いることから、必然的に遮光膜パターンの高さは大きくなり、したがって段差部の高さも
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大きくなって、上記したような問題点の更なる深刻化を招いている（例えば、液晶層の間
隔が２μｍ程度で、遮光膜パターンの高さが４００～５００ｎｍ程度）。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、対向基板等の基板に、所定パターンの
遮光膜を作り込みつつ、その存在に起因した段差あるいは凹凸による弊害を効果的に防止
できる電気光学装置及び該装置を用いた電子機器を提供することを課題とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明の電気光学装置は、一対の基板と、前記一対の基板間に挟持された電気光学物質
と、前記一対の基板のうち一方の基板上には、前記電気光学物質に対向する表面側に所定
パターンで設けられる遮光膜と、前記一対の基板のうち他方の基板上には、前記電気光学
物質に対向する表面側に画素電極と、前記画素電極に対応して設けられたスイッチング素
子とを備え、前記一方の基板には溝が形成されており、前記遮光膜の上はオーバコート層
により平坦化されており、前記遮光膜は、前記溝内に該溝により生じた段差と重ならない
ように形成されてなることを特徴とする。
　また、前記遮光膜は、アルミニウムからなる層、クロムからなる層及び酸化クロムから
なる層の３層構造であることを特徴とする。
【００１０】
本発明の第１電気光学装置によれば、例えば対向基板からなる一方の基板とＴＦＴアレイ
基板からなる他方の基板との間に、液晶等の電気光学物質が挟持されている。そして動作
時には、該他方の基板上に形成された表示用電極に、配線からスイッチング素子を介して
画像信号等の信号を供給することにより、あるいは配線から直接に画像信号等の信号を供
給することにより、電気光学物質を駆動できる。そして、所定パターンを有する遮光膜に
より、例えば各画素の開口領域を規定でき、高コントラスト化や混色防止を実現できる。
【００１１】
ここで特に、係る遮光膜は、例えば対向基板からなる一方の基板における、電気光学物質
に対向する側の表面に少なくとも部分的に埋め込まれている。従って、この埋め込まれた
分に応じて、遮光膜の存在に起因した段差あるいは凹凸を低減できる。よって、このよう
な段差あるいは凹凸による各種弊害を効果的に防止できる。ここに、各種弊害とは、例え
ば一方の基板上で配向膜に対するラビング処理を均一に行うことが困難になること、一方
の基板上で対向電極にクラックが発生すること、一方の基板上で配向膜の塗布不良が発生
すること等である。更に、段差あるいは凹凸が低減された分だけ、電気光学物質の層厚を
狭めることも可能となり、電気光学装置の微細化にも対処可能となる。
【００１２】
このように本発明の第１電気光学装置によれば、対向基板等の一方の基板に、所定パター
ンの遮光膜を作り込みつつ、その存在に起因した段差あるいは凹凸による弊害を効果的に
防止できる。
【００１３】
なお、本発明にいう「少なくとも部分的に埋め込まれた…遮光膜」とは、該遮光膜の高さ
方向に着目し、遮光膜の一部分がその高さ方向で、少なくとも埋め込まれているというこ
とを意味する。すなわち、本発明にいう「電気光学物質に対向する側の表面」の一例とし
て前記一方の基板における基板面を想定する場合には、「少なくとも部分的に埋め込まれ
た遮光膜」とは、前記基板面を基準として該遮光膜のいわば頭頂部が若干突出するような
形態になる。また、このことから、遮光膜の全部が埋め込まれるとは、該遮光膜の頭頂部
に係る面と前記基板面とが同一平面上にのるということになる。本発明は、いずれの態様
であっても、その範囲内に収める。
【００１４】
また、本発明にいう「少なくとも部分的に埋め込まれた…遮光膜」とは、上述のような意
味のほか、基板全面のうち少なくとも一部の領域に、該遮光膜が、本発明にいう「表面」
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に少なくとも埋め込まれているということをも意味する。つまり、この場合には、前記表
面における面内で、一の領域については遮光膜が埋め込まれ、他の領域では埋め込まれて
いない等といった形態になる。また、このことから、遮光膜の全部が埋め込まれるとは、
前記表面の全面について、該遮光膜が全部埋め込まれているということになる。本発明は
、いずれの態様であっても、その範囲内に収める。
【００１５】
本発明の第１電気光学装置の一態様では、前記一方の基板における前記遮光膜の表面と同
一平面、もしくは前記遮光膜より上層側には、平坦化膜が形成されている。
【００１６】
この態様によれば、遮光膜が一方の基板に少なくとも部分的に埋め込まれているのに加え
て、遮光膜の表面と同一平面、もしくは遮光膜より上層側には、平坦化膜が形成されてい
るので、この埋め込まれた分及び平坦化された分に応じて、遮光膜の存在に起因した段差
あるいは凹凸を低減できる。よって、このような段差あるいは凹凸による各種弊害を効果
的に防止できる。更に、段差あるいは凹凸が低減された分だけ、電気光学物質の層厚を狭
めることも可能となり、電気光学装置の微細化にも対処可能となる。
【００１７】
本発明の第１電気光学装置の他の態様では、前記一方の基板における前記遮光膜の最上層
側には、配向膜が形成されている。
【００１８】
この態様によれば、少なくとも部分的に埋め込まれた遮光膜を備えていることにより、上
述したように、段差あるいは凹凸に係る弊害が除去された一方の基板において、その最上
層に配向膜が形成されていることから、該配向膜を塗布する際にはその不良等を生じさせ
ることなく、また、該配向膜塗布後、その表面に対するラビング処理を均一に行うことが
できる。
【００１９】
本発明の第２電気光学装置は、上記課題を解決するために、一対の基板と、前記一対の基
板間に挟持された電気光学物質と、前記一対の基板のうち一方の基板には、前記電気光学
物質に対向する表面側に形成された所定パターンを有する遮光膜と、前記一対の基板のう
ち他方の基板上には、前記電気光学物質に対向する表面側に表示用電極と、前記表示用電
極に対応して設けられたスイッチング素子と、前記一方の基板上における前記遮光膜の表
面と同一平面、もしくは前記遮光膜より上層側に形成された平坦化膜とを備えることを特
徴とする。
【００２０】
本発明の第２電気光学装置によれば、例えば対向基板からなる一方の基板とＴＦＴアレイ
基板からなる他方の基板との間に、液晶等の電気光学物質が挟持されている。そして動作
時には、該他方の基板上に形成された表示用電極に、配線からスイッチング素子を介して
画像信号等の信号を供給することにより、あるいは配線から直接に画像信号等の信号を供
給することにより、電気光学物質を駆動できる。そして、所定パターンを有する遮光膜に
より、例えば各画素の開口領域を規定でき、高コントラスト化や混色防止を実現できる。
【００２１】
ここで特に、例えば対向基板からなる一方の基板における遮光膜の表面と同一平面、もし
くは遮光膜より上層側に平坦化膜が施されている。従って、この平坦化された分に応じて
、遮光膜の存在に起因した段差あるいは凹凸を低減できる。よって、このような段差ある
いは凹凸による各種弊害を効果的に防止できる。更に、段差あるいは凹凸が低減された分
だけ、電気光学物質の層厚を狭めることも可能となり、電気光学装置の微細化にも対処可
能となる。
【００２２】
このように本発明の第２電気光学装置によれば、対向基板等の一方の基板に、所定パター
ンの遮光膜を作り込みつつ、その存在に起因した段差あるいは凹凸による弊害を効果的に
防止できる。
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【００２３】
本発明の一態様では、前記平坦化膜は、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）処理
で形成される。
【００２４】
この態様によれば、平坦化膜をＣＭＰ処理によって実現することから、上述した段差ある
いは凹凸に係る弊害の発生を、より確実に防止することが可能となる。なお、ここに、Ｃ
ＭＰとは、基板と研磨布（パッド）の両者を回転等させながら、それぞれの表面同士を当
接させるとともに、該当接部位に研磨液（スラリー）を供給することによって、基板表面
を、機械的作用と化学作用の兼ね合いにより研磨し、当該表面を平坦化する技術である。
【００２５】
本発明の他の態様では、前記平坦化膜は、ＳＯＧ（Spin On Glass）膜である。
【００２６】
この態様によれば、平坦化膜をＳＯＧ膜によって実現することから、上述した段差あるい
は凹凸に係る弊害の発生を、より確実に防止することが可能となる。なお、ここに、ＳＯ
Ｇ膜とは、基板を回転させながら液体状の適当な有機材等を塗布することにより、液体の
もつ水平面を現出させ、これを固化させることで平坦化面を得ることの可能な技術である
。
【００２７】
本発明の他の態様では、前記一方の基板上には、前記遮光膜の上層側又は下層側に、カラ
ーフィルタと、該カラーフィルタの上層としてのオーバコート層とを更に備え、該オーバ
コート層の表面に対し平坦化処理が施されている。
【００２８】
この態様によれば、前記カラーフィルタ等を遮光膜の上層側に設ける場合にあっては、オ
ーバコート層を、遮光膜のパターンにより生じる段差あるいは凹凸を平坦化する、平坦化
面として機能させることが可能となる。また、前記カラーフィルタ等を遮光膜の下層側に
設ける場合にあっては、オーバコート層からなる平坦な下地上に、遮光膜を形成できる。
【００２９】
いずれにせよ、このような態様によれば、上述した段差部に係る弊害の発生を、カラーフ
ィルタを備える電気光学装置において防止することが可能となる。なお、本態様における
遮光膜は、混色防止の機能をも発揮しうることが明白である。
【００３０】
本発明の他の態様では、前記遮光膜は、前記一方の基板に掘られた溝内に形成されている
。
【００３１】
この態様によれば、一方の基板に掘られた溝内に遮光膜を配置することにより、当該遮光
膜を基板に埋め込むことや、遮光膜の上層側に対して平坦化処理を施すことが可能となる
。しかも、一方の基板に対するエッチング等で所定パターンの溝を掘ることにより、当該
構成は比較的簡単に得られる。
【００３２】
あるいは本発明の他の態様では、前記遮光膜は、前記一方の基板上に形成された層間絶縁
膜に掘られた溝内に形成されている。
【００３３】
この態様によれば、層間絶縁膜に掘られた溝内に遮光膜を配置することにより、当該遮光
膜を基板に埋め込むことや、遮光膜の上層側に対して平坦化処理を施すことが可能となる
。しかも、層間絶縁膜に対するエッチング等で所定パターンの溝を掘ることにより、当該
構成は比較的簡単に得られる。
【００３４】
本発明の他の態様では、前記遮光膜の上層として、オーバコート層が形成される。
【００３５】
この態様によれば、遮光膜の上層として形成されるオーバコート層が、平坦化処理をかけ
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るに最も適切なものであるといえることから、これにより、より確実な平坦化、ひいては
段差あるいは凹凸に係る弊害の除去が可能となる。
【００３６】
本発明の他の態様では、前記一方の基板上には、最上層として配向膜を更に備える。
【００３７】
この態様によれば、例えば液晶からなる電気光学物質の状態を、配向膜により規定できる
。ここで特に、配向膜の下地は、遮光膜が埋め込まれることあるいは平坦化処理により段
差あるいは凹凸が低減されているので、配向膜の塗布を良好に行うことが可能となり、更
に配向膜に対するラビング処理を均一に行うことが可能となる。
【００３８】
尚、本発明の電気光学装置では、一方の基板の配向膜を備えない場合にも適用可能である
。
【００３９】
本発明の他の態様では、前記一方の基板上には、前記電気光学物質に対向する側の表面上
に、他の表示用電極を更に備える。
【００４０】
この態様によれば、例えば液晶からなる電気光学物質を、一対の表示用電極によって駆動
できる。この際、一対の表示用電極の組み合わせは、一方が画素電極であり他方がベタの
対向電極又は短冊状の表示用電極であってもよいし、相交差するストライプ状の電極であ
ってもよい。ここで特に、他の表示用電極の下地は、遮光膜が埋め込まれることあるいは
平坦化処理により段差あるいは凹凸が低減されているので、この表示用電極にクラックが
発生することを防止することが可能となる。
【００４１】
尚、本発明の電気光学装置では、一方の基板に表示用電極を備えない場合にも、適用可能
である。
【００４２】
この態様では、前記他の表示用電極は、画像表示領域の全域に形成された透明な対向電極
からなってもよい。
【００４３】
このように構成すれば、例えばＩＴＯ膜等からなる透明な対向電極にクラックが発生する
ことを効果的に防止できる。
【００４４】
本発明の他の態様では、前記一方の基板に、マイクロレンズを更に備える。
【００４５】
この態様によれば、マイクロレンズによって、前記表示用電極上の集光領域に光を集める
ことが可能となるため、入射光の利用効率を高めることが可能となる。特に、本態様によ
れば、このような作用効果と、上述した段差あるいは凹凸に係る弊害の除去なる作用効果
をも同時に達成することが可能となる。
【００４６】
本発明の他の態様では、前記遮光膜は、複数の層から構成される
この態様によれば、遮光膜が複数の層から構成されることから、該遮光膜において、より
高い遮光機能を発揮させることが可能となる。例えば、光入射側には高反射材料、光出射
側には低反射材料を用いるとよい。また、このような遮光膜の多層化により、その「高さ
」は、例えば遮光膜が単に一層で構成される場合よりも一般に大きくなる。しかしながら
、本態様によれば、遮光膜の「高さ」が、多層化によって大きくなっても、該遮光膜は一
方の基板に埋め込まれること、あるいは平坦化処理により段差若しくは凹凸が低減されて
いることから、平坦化面を得られることに変わりはない。むしろ、このような「高さ」の
大きい遮光膜を用いる場合において、本態様は、より顕著な効果を奏するということもで
きる。
【００４７】
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この態様では、特に、前記複数の層を、アルミニウムからなる層、クロムからなる層及び
酸化クロムからなる層で構成すれば、遮光機能をより高めることができる。
【００４８】
本発明の第１の電気光学装置の製造方法は上記課題を解決するために、一方の基板上に、
電気光学物質に対向することになる表面側に少なくとも部分的に埋め込まれた所定パター
ンを有する遮光膜を形成する工程と、他方の基板上に、前記電気光学物質に対向すること
になる表面側に表示用電極を形成する工程と、該表示用電極に対応してスイッチング素子
を形成する工程と、前記一方及び他方の基板を、それらの周囲に沿って相互に貼り合わせ
る工程と、該貼り合わせられた一方及び他方の基板間に前記電気光学物質を注入する工程
とを含む。
【００４９】
本発明の第１の電気光学装置の製造方法によれば、上述した本発明の第１電気光学装置（
但し、その各種態様も含む）を比較的容易に製造できる。
【００５０】
本発明の第２の電気光学装置の製造方法は上記課題を解決するために、一方の基板上に、
電気光学物質に対向することになる表面側に所定パターンを有する遮光膜を形成する工程
と、前記一方の基板上における前記遮光膜の表面と同一平面、もしくは前記遮光膜より上
層側に平坦化処理を施す工程と、他方の基板上に、前記電気光学物質に対向することにな
る側の表面に表示用電極を形成する工程と、該表示用電極に対応してスイッチング素子を
形成する工程と、前記一方及び他方の基板を、それらの周囲に沿って相互に貼り合わせる
工程と、該貼り合わせられた一方及び他方の基板間に前記電気光学物質を注入する工程と
を含む。
【００５１】
本発明の第２の電気光学装置の製造方法によれば、上述した本発明の第２電気光学装置（
但し、その各種態様も含む）を比較的容易に製造できる。
【００５２】
最後に、本発明の電子機器によれば、上述した電気光学装置を具備するので、高いコント
ラストであり明るく高品位な画像の表示が可能な、液晶テレビ、携帯電話、電子手帳、ワ
ードプロセッサ、ビューファインダ型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダ、ワーク
ステーション、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネル等の各種電子機器を実現すること
ができる。
【００５３】
本発明のこのような作用及び他の利得は、次に説明する実施の形態により明らかにされる
。
【００５４】
【発明の実施の形態】
以下では、本発明の実施の形態について図を参照しつつ説明する。
【００５５】
（電気光学装置の全体構成）
まず、本発明の第１実施形態における電気光学装置の全体構成について、図１及び図２を
参照して説明する。ここでは、電気光学装置の一例である、駆動回路内蔵型のＴＦＴアク
ティブマトリクス駆動方式の液晶装置を例にとる。
【００５６】
図１は、ＴＦＴアレイ基板をその上に形成された各構成要素とともに、対向基板の側から
臨んだ平面図であり、図２は、図１のＨ－Ｈ´断面図である。
【００５７】
図１及び図２において、第１実施形態に係る電気光学装置では、後述するＴＦＴ３０や蓄
積容量７０等の各種構成をＴＦＴアレイ基板本体に備えたＴＦＴアレイ基板１０と、やは
り後述する遮光膜５００や対向基板２１等の各種構成を対向基板本体に備えた対向基板２
０とが対向配置されている。
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【００５８】
なお、本実施形態において、本発明にいう「一方の基板」とは、「対向基板本体」に該当
するものとする。
【００５９】
ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０との間には、液晶層５０が封入されており、ＴＦＴ
アレイ基板１０と対向基板２０とは、画像表示領域１０ａの周囲に位置するシール領域に
設けられたシール材５２により相互に接着されている。シール材５２は、両基板を貼り合
わせるために、例えば熱硬化性樹脂、あるいは熱及び光硬化樹脂、あるいは光硬化樹脂、
あるいは紫外線硬化樹脂等からなり、製造プロセスにおいてＴＦＴアレイ基板１０上に塗
布された後、加熱のみ、あるいは加熱及び光照射、あるいは光照射、あるいは紫外線照射
のみ等により硬化させられたものである。
【００６０】
このようなシール材５２中には、両基板間の間隔を所定値とするためのグラスファイバあ
るいはガラスビーズ等のギャップ材が混合されている。すなわち、本実施形態の電気光学
装置は、プロジェクタのライトバルブ用として小型で拡大表示を行うのに適している。た
だし、当該電気光学装置が液晶ディスプレイや液晶テレビのように大型で等倍表示を行う
液晶装置であれば、このようなギャップ材は、液晶層５０中に含まれていてもよい。
【００６１】
図１及び図２において、前記シール材５２の内側に並行して、画像表示領域１０ａの周辺
を規定する遮光性の額縁遮光膜５３が、対向基板２０側に設けられている。ただし、この
ような額縁遮光膜５３の一部又は全部は、ＴＦＴアレイ基板１０側に内蔵遮光膜として設
けられていてもよい。
【００６２】
一方、シール材５２の外側の領域には、データ線６ａに画像信号を所定のタイミングで供
給することにより該データ線６ａを駆動するデータ線駆動回路１０１及び外部回路接続端
子１０２がＴＦＴアレイ基板１０の一辺に沿って設けられており、走査線３ａに走査信号
を所定のタイミングで供給することにより、走査線３ａを駆動する走査線駆動回路１０４
が、この一辺に隣接する二辺に沿って設けられている。
【００６３】
走査線３ａに供給される走査信号遅延が問題にならないのならば、走査線駆動回路１０４
は片側だけでもよいことは言うまでもない。また、データ線駆動回路１０１を画像表示領
域１０ａの辺に沿って両側に配列してもよい。
【００６４】
さらに、ＴＦＴアレイ基板１０の残る一辺には、画像表示領域１０ａの両側に設けられた
走査線駆動回路１０４間をつなぐための複数の配線１０５が設けられている。また、対向
基板２０のコーナー部の少なくとも一箇所においては、ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板
２０との間で電気的に導通をとるための導通材１０６が設けられている。そして、図２に
示すように、図１に示したシール材５２とほぼ同じ輪郭を持つ対向基板２０が当該シール
材５２によりＴＦＴアレイ基板１０に固着されている。
【００６５】
図２において、ＴＦＴアレイ基板１０上には、画素スイッチング用のＴＦＴや走査線、デ
ータ線等の配線が形成された後の画素電極９ａ上に、配向膜が形成されている。他方、対
向基板２０上には、対向電極２１のほか、最上層部分に配向膜が形成されている。また、
液晶層５０は、例えば一種又は数種類のネマテッィク液晶を混合した液晶からなり、これ
ら一対の配向膜間で、所定の配向状態をとる。
【００６６】
なお、図１及び図２に示したＴＦＴアレイ基板１０上には、これらのデータ線駆動回路１
０１、走査線駆動回路１０４等に加えて、画像信号をサンプリングしてデータ線に供給す
るサンプリング回路、複数のデータ線に所定電圧レベルのプリチャージ信号を画像信号に
先行して各々供給するプリチャージ回路、製造途中や出荷時の当該電気光学装置の品質、
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欠陥等を検査するための検査回路等を形成してもよい。
【００６７】
また、データ線駆動回路１０１及び走査線駆動回路１０３をＴＦＴアレイ基板１０上に設
ける代わりに、例えばＴＡＢ（Tape Automated Bonding）基板上に実装された駆動用ＬＳ
Ｉに、ＴＦＴアレイ基板１０の周辺部に設けられた異方性導電フィルムを介して電気的及
び機械的に接続するようにしてもよい。また、対向基板２０の投射光が入射する側及びＴ
ＦＴアレイ基板１０の出射光が出射する側には、それぞれ、例えばＴＮ（Twisted Nemati
c）モード、ＶＡ（Vertically Aligned）モード、ＰＤＬＣ（Polymer Dispersed Liquid 
Crystal）モード等の動作モードや、ノーマリーホワイトモード・ノーマリーブラックモ
ードの別に応じて、偏向フィルム、位相差フィルム、偏向板等が所定の方向で配置される
。
【００６８】
（第１実施形態）
次に、以上のような全体構成を有する電気光学装置において、対向基板本体に設けられる
遮光膜の構成及び作用効果について、以下、図を適宜参照しながら説明する。
【００６９】
まず、第１実施形態に係る遮光膜５００の構成について、図２及び図３を参照しつつ説明
する。ここに、図３は、図２における符号ＣＲを付した円内部分を拡大して示す拡大断面
図である。
【００７０】
第１実施形態における遮光膜５００は、図２及び図３に示すように、対向基板本体２０Ｒ
に対して、埋め込まれて形成されている。ここに、「埋め込まれて形成」される形態とは
、図３に示すように、対向基板本体２０Ｒの表面上に対して、遮光膜５００が形成された
後、その上層として、オーバコート層６００が形成されるような形態をいう。ここで、オ
ーバコート層６００は、例えばアクリル樹脂やエポキシ樹脂等からなる。また、このオー
バコート層６００の厚さは、例えば０.５～２μｍ程度とすればよい。
【００７１】
さらに、オーバコート層６００の表面に対しては、ＣＭＰ、あるいはＳＯＧ膜形成等によ
る平坦化処理が施されている。これにより、該表面には遮光膜５００を形成することによ
る段差が生じなくなることになる。図３においては、このようなオーバコート層６００の
上層として更に、対向電極２１及び配向膜２２が形成されている。なお、第1実施形態に
おいて、対向電極２１は、本発明にいう「他の表示用電極」に該当し、上述の画素電極９
ａは、本発明にいう「表示用電極」に該当する。
【００７２】
また、上述した遮光膜５００は、これを平面的に臨むと、格子状のパターンを有している
。この格子状のパターンは、ＴＦＴアレイ基板１０における画素電極９ａがマトリクス状
に配列されていることに対応し、画素電極９ａ間の隙間を覆うが如く、縦横それぞれの帯
状パターンが交差した形で形成されている。このことにより、遮光膜５００は、画素間か
ら漏れる光を防ぐ作用を発揮し、画像コントラストの向上を図ることが可能となる。
【００７３】
ただし、本発明は、遮光膜５００を平面的に臨んだ形状が、上述のような格子状パターン
を有する場合にのみ、その適用が限定されるわけではない。例えば、ストライプ状となる
もの等、その他各種パターンをも包含するものである。
【００７４】
なお、本実施形態においては、画素間のコントラスト向上のほか、ＴＦＴを構成する半導
体層のチャネル領域に光が入射することを遮り、光リーク電流の発生による誤動作や画質
の低下を招かないためにも、遮光膜５００が機能する。この場合、遮光膜５００のほかに
、ＴＦＴアレイ基板１０側に非画素領域としても形成される下側遮光膜、データ線、容量
線（いずれも後述する。）等が、そのような遮光機能を発揮する部材となる。
【００７５】
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このように、対向基板本体２０Ｒに対して遮光膜５００を埋め込む形態によると、図３に
示すように、遮光膜を形成することにより生じる段差あるいは凹凸の高低差を従前に比べ
て相当程度小さくすることが可能となる。
【００７６】
したがって、対向電極２１においてクラックが発生することを回避することができるし、
また、配向膜２２の塗布不良等が発生することなく、さらには該配向膜２２における全面
均一なラビング処理の実施、等が可能となる。また、段差の高低差の縮小は、液晶層５０
の狭小化を可能とし、その結果、電気光学装置の微小化にも対応することが可能となる。
要するに、第１実施形態における電気光学装置によれば、遮光膜を形成することにより生
じていた段差あるいは凹凸に係る弊害を、効果的に防止することができる。
【００７７】
（第２実施形態）
次に、本発明の第２実施形態について、図４を参照しつつ説明する。ここに、図４は、図
３と同趣旨の図であって、該図３とは異なる形態となる拡大断面図を示す図である。第２
実施形態において、遮光膜５００は、上記第１実施形態と同様、対向基板本体２０Ｒに「
埋め込まれて」形成されている点に変わりはないが、その態様が異なる。すなわち、第２
実施形態における「埋め込まれて」形成される形態とは、対向基板本体２０Ｒの表面に対
して溝７００を形成し、該溝７００内に遮光膜５００が形成される形態をいう。このよう
な形態は、後の製造方法の説明でも述べるように、例えば、予め対向基板本体２０Ｒに対
して所定パターンで溝７００を形成した後、該溝７００に対し、遮光膜５００を構成する
材料を、スパッタリング法等によって堆積させる、等の方法により実現すればよい。また
、第２実施形態においても、上記第１実施形態と同様、遮光膜５００は典型的には格子状
パターンを有するが、この場合、溝７００も格子状のパターンを有することになる。対向
基板本体２０Ｒは、本実施の形態の他、他の実施の形態にも適用できるが、石英ガラス、
ネオセラムなどのガラス基板、あるいはプラスチック基板等の透明基板であればよい。ま
た、ＴＦＴアレイ基板１０と同じ材料の基板を用いたり、異なる材料を用いることもでき
る。
【００７８】
このように、第２実施形態における電気光学装置においては、遮光膜５００が対向基板本
体２０Ｒの表面上に形成された溝７００内に埋め込まれた形態となることから、より平坦
な面を取得することが可能となり、上記第１実施形態で述べた効果を享受することが可能
となることは勿論、当該効果をより確実に享受することが可能となる。
【００７９】
なお、第２実施形態においても、上記第１実施形態で述べたようなＣＭＰ、あるいはＳＯ
Ｇ膜形成等といった平坦化処理を、対向電極２１等の形成前に実施すれば、より効果的で
あることは言うまでもない。
【００８０】
なお、上記第２実施形態では、遮光膜５００は、その「全部」が対向基板本体２０Ｒに埋
め込まれた形態となっていたが、本発明は、このような形態に限定されるものではない。
すなわち、遮光膜５００の全部が埋め込まれる必要はなく、例えば、その一部が埋め込ま
れるような形態であってもよい。このような構成によれば、少なくとも当該一部について
、上述したような段差に係る弊害の発生を防止することができ、相応の効果を享受するこ
とが可能となる。
【００８１】
また、上記第２実施形態では、図４において、遮光膜５００が溝７００内に隙間なく埋め
込まれた形態のみを示していたが、本発明はこのような形態に限定されるものではない。
例えば、図５に示すように、遮光膜５００と溝７０１との間に、隙間Ｇが存在するような
形態であってもよい。このような形態は、遮光膜５００の形成時に、溝７０１に対するカ
バレージが不十分であった等の原因によって生ずる可能性がある。逆にいえば、上記第２
実施形態における図４のような構造は、例えば、ダマシン法等の特別な製造方法を用いる
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ことによって得ることができるものといえる。
【００８２】
この図５のような場合においては、該図５に併せて示すように、対向基板本体２０Ｒない
し遮光膜５００の上層として、オーバコート層６０１を形成するとよい。更には、図５に
おいて図示は省略するが、該オーバコート層６０１の上にＳＯＧ膜等を形成するとなおよ
い。これらにより、上記第１及び第２実施形態と同様、対向電極２１及び配向膜２２の全
面平坦化が可能となる。
【００８３】
なお、オーバコート層６０１とＳＯＧ膜との間に、ＮＳＧ膜等のシリケートガラス膜を形
成するような形態も、本発明の範囲内に含まれる。
【００８４】
また、遮光膜５００と溝７００との間に隙間Ｇがない図４に示すような形態にあっても、
場合により、オーバコート層６０１及びＳＯＧ膜等を形成してよいことは勿論である。こ
のようにしても、平坦化が期待できることに変わりはなく、むしろより確実に平坦化面を
得られることも考えられるからである。
【００８５】
（第３実施形態）
以下では、本発明の第３実施形態について図６を参照して説明する。図６は、図４と同趣
旨の図であって、該図４とは異なる形態となる拡大断面図である。図６に示す電気光学装
置において、図４と異なるのは、遮光膜５００の上層として、カラーフィルタ８００を備
えた点、並びに該カラーフィルタ８００の上層としてオーバコート層６０２を備えた点に
ある。
【００８６】
カラーフィルタ８００は、図６に示すように、Ｒ、Ｇ及びＢにそれぞれ着色された高分子
材料等からなり、各色が各画素に対応するように形成される。このカラーフィルタ８００
は、例えばフォトリソグラフィ技術を応用してＲ、Ｇ及びＢそれぞれの着色層のパターン
を得る染色法や顔料分散法、また、着色パターンをそれぞれ印刷と電着により得る印刷法
や電着法等により形成すればよい。そして、このようなカラーフィルタ８００の存在によ
り、画素毎に対応したＲＧＢ各色の表示が可能となり、電気光学装置全体としてカラー画
像の表示が可能となる。
【００８７】
なお、図６に示すカラーフィルタ８００にあっては、隣接するＲ及びＧ、Ｇ及びＢ、Ｂ及
びＲが、互いに重なり合うように形成されていることがわかる。このような構成によれば
、Ｒ、Ｇ及びＢの各色のカラーフィルタが、いわば隔離された状態で形成される一般的な
タイプに比べ、より小さい面積で同様の機能を発揮するカラーフィルタを形成することが
でき、電気光学装置の微細化に対応することができる。
【００８８】
このようなカラーフィルタ８００を備える電気光学装置において、遮光膜５００は、図６
に示すように、Ｒ、Ｇ及びＢの各色の境界線に該当する箇所に配置される。このような配
置関係により、混色の防止が図られ、より鮮明な画像を得ることができる。
【００８９】
また、第３実施形態におけるカラーフィルタ８００は、図６に示すように、第２実施形態
で述べた遮光膜５００の対向基板本体２０Ｒに対する埋め込みによって平坦化された面の
上に形成されることから、該カラーフィルタ８００も、ほぼ平坦に形成することが可能と
なる。
【００９０】
このことは、遮光膜を形成することにより、対向基板本体２０Ｒとの関係で段差を生じさ
せた状態（従来の状態）で、カラーフィルタ８００の形成後、オーバコート層６０２を形
成すること、あるいは該オーバコート層６０２に対して更に平坦化処理を実施することを
仮に想定すると、本形態の方がより有利であることを意味する。すなわち、すでにほぼ平
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坦化が実現されているカラーフィルタ８００上にオーバコート層６０２を形成する第３実
施形態の場合、該オーバコート層６０２により規定される面は、従来に比べて、より平坦
となることが明らかだからである。むろん、このオーバコート層６０２に対して、ＣＭＰ
、ＳＯＧ膜形成等の平坦化処理を更に実施すれば、第３実施形態の方が、従来に比べて、
その作業が明らかに効率的かつ容易なものとなる。
【００９１】
なお、上記第３実施形態においては、遮光膜５００を溝７００内に形成する上記第２実施
形態を基本として、カラーフィルタ８００及びオーバコート層６０２を設ける形態のみに
ついて説明したが、本発明においては、上記第１実施形態について同様な構成をとること
が可能なのは当然である。
【００９２】
（第４実施形態）
以下では、本発明の第４実施形態について図７を参照して説明する。図７は、図６と同趣
旨の図であって、該図６とは異なる形態となる拡大断面図である。図７に示す電気光学装
置において、図６と異なるのは、カラーフィルタ８０１及びオーバコート層６０３が、遮
光膜５００の下層として設けられている点にある。すなわち、図７においては、対向基板
本体２０Ｒに対して、まず、カラーフィルタ８０１及びオーバコート層６０３が順次形成
され、その後に、遮光膜５００が形成された形態となっている。さらに、オーバコート層
６０３に対しては、溝７０２が形成され、遮光膜５００は該溝７０２内に形成されている
。なお、オーバコート層６０３は平坦化処理を経るが、該平坦化処理は、溝７０２の形成
前に行うことも考えられるし、また、後述する製造方法にあるように、溝７０２を形成し
た後、該溝７０２内に遮光膜５００を形成すると同時に行うことも考えられる。
【００９３】
このような形態であっても、遮光膜に起因した段差に係る弊害を除去することが可能なの
は当然である。なお、第４実施形態における「オーバコート層６０３」は、本発明にいう
「層間絶縁膜」の一例に該当すると考えることができる。
【００９４】
なお、上記第４実施形態においては、遮光膜５００を溝７０２内に形成する形態としてい
たが、場合によっては、オーバコート層６０３に溝７０２を形成せず、直接に遮光膜５０
０を形成するような、上記第１実施形態に類似する形態としてもよい。
【００９５】
（第５実施形態）
以下では、本発明の第５実施形態について図８を参照して説明する。図８は、図４と同趣
旨の図であって、該図４とは異なる形態となる拡大断面図である。図８に示す電気光学装
置において、図６と異なるのは、マイクロレンズ９００を備えた点にある。マイクロレン
ズ９００は、図８に示すように、その上層に設けられたカバーガラス９５０の下層として
、かつ、対向基板本体２０Ｒの面上に形成されている。また、カバーガラス９５０とマイ
クロレンズ９００ないし対向基板本体２０Ｒとは、適当な接着剤等を含む接着層９６０で
もって、相互に接着されている。ただし、接着層９６０は、図８に示すように対向基板本
体２０Ｒの全面について塗布する必要はなく、場合によっては、その周辺部分にのみ塗布
するような構造としてもよい。そして、遮光膜５００は、カバーガラス９５０に形成され
た溝７０３内に形成されており、その上層として、対向電極２１及び配向膜２２が形成さ
れている。
【００９６】
このマイクロレンズ９００は、図８に示すように、その構成要素の一つ一つ（レンズの一
つ一つ）が略ドーム型の形状を有し、これら各要素が各画素に対応するように形成される
。このマイクロレンズ９００は、例えば、対向基板本体２０Ｒの全面に塗布されたレジス
トに対し、感光（フォトリソグラフィ）・熱処理等を加えて、これをマトリクス状に配列
された略ドーム型のレジスト膜として成形し、これを抗エッチング膜として利用しながら
、該レジスト及び対向基板本体２０Ｒの全面に対してエッチングを実施することにより、
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該対向基板本体２０Ｒの表面上に前記レジストの形状を付与ないし転写すること、等によ
って形成することが可能である。そして、このようなマイクロレンズ９００の存在により
、図８中上方より入射する光を、図８中破線で示すように、画素電極９ａ上の集光領域（
不図示）に集光することが可能となるため、入射光の利用効率を高めることが可能となる
。
【００９７】
このような形態であっても、遮光膜に起因した段差に係る弊害を除去することが可能なの
は当然である。なお、第５実施形態における「カバーガラス９５０」は、本発明にいう「
層間絶縁膜」の一例に該当すると考えることができる。なお、マイクロレンズは液晶側に
向かって凸レンズを形成しているが、凹レンズでもよいし、凸レンズと凹レンズを貼り合
せたものでもよい。
【００９８】
（遮光膜の具体的態様）
以下では、上記各実施形態における遮光膜の具体的態様について説明する。この具体的態
様として、代表的には、例えば図９乃至図１１に示す三つの構成を採用することができる
。
【００９９】
まず、図９に示すように、単純に一つの材料のみで一層に構成された遮光膜５００である
。その材質としては、金属クロムＣｒ、カーボンＣ又はチタンＴｉをフォトレジストに分
散した樹脂ブラックや、ニッケルＮｉ等の金属材料等を考えることができる。
【０１００】
次に、図１０に示すように、二つの材料により二層に構成された遮光膜５０１も利用する
ことができる。その材質としては、例えば、金属クロムＣｒと酸化クロムＣｒ２Ｏ３の二
層構造等を考えることができる。この場合、遮光膜５０１は低反射用となり、主に入射し
た光を吸収することによって遮光機能を発揮することになる。
【０１０１】
さらに、図１１に示すように、三つの材料により三層に構成された遮光膜５０２も利用す
ることができる。その材質としては、例えば、光入射側から順に、アルミニウムＡｌ、ク
ロムＣｒ及び酸化クロムＣｒ２Ｏ３の三層構造等を考えることができる。ちなみに、この
ような遮光膜５０２の高さは、例えば、概ね４００～５００ｎｍ程度となる。
【０１０２】
このような遮光膜５０２によれば、入射側をＡｌとした場合、入射した光の大部分は、ま
ず反射能の非常に高いＡｌで反射されることになり、遮光膜内、あるいは装置内に、光が
吸収されることにより発生する無用な熱の蓄積を生じさせる恐れがなく、また、該Ａｌの
層を透過した微弱な光が、Ｃｒ及びＣｒ２Ｏ３で遮光されることにより、非常に高い遮光
機能を得ることができる。
【０１０３】
なお、上述したような材料の組み合わせとなる三層構造には、非常に高い遮光機能のほか
に、その製造が容易であるという利点もある。というのも、高反射材料と低反射材料を組
み合わせるというだけであれば、ＡｌとＣｒ２Ｏ３等の構成でＢＭパターンを形成すれば
よいとも考えられるが、両者の親和性を考えると、その製造は比較的容易でない。したが
ってまず、Ａｌの基層にＣｒ層を形成し、その後このＣｒ層を酸化してＣｒ２Ｏ３層を形
成すれば、より簡易かつ確実に高反射型及び低反射型を併せ持つ遮光膜の製造が可能とな
るのである。
【０１０４】
いずれにしても、本発明は、一層のみからなる遮光膜５００について適用することが可能
であることは勿論（図１及び図２等参照）、多層化された遮光膜５０１及び５０２を利用
するような形態であっても、当然に適用可能である。むしろ、多層化された遮光膜５０１
及び５０２の高さは、一層のみからなる遮光膜５００の高さよりも一般に大きくなるから
、遮光膜形成に起因する段差に係る弊害を除去可能であるという本発明の効果は、より顕
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著になるということができる。
【０１０５】
（電気光学装置の回路構成及び動作、並びに画素部における詳細な構成）
以下では、以上述べたような電気光学装置について、その回路構成及び動作、並びに画素
部における構成について、図１２並びに図１３及び図１４を参照しつつ説明する。
【０１０６】
図１２は、電気光学装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に形成された複数の画素
における各種素子、配線等の等価回路を示す回路図である。
【０１０７】
図１２において、本実施形態における電気光学装置の画像表示領域を構成するマトリクス
状に形成された複数の画素には、それぞれ、画素電極９ａと当該画素電極９ａをスイッチ
ング制御するためのＴＦＴ３０とが形成されており、画像信号が供給されるデータ線６ａ
が当該ＴＦＴ３０のソースに電気的に接続されている。データ線６ａに書き込む画像信号
Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎは、この順に線順次に供給するようにしてもよいし、また、相隣接
する複数のデータ線６ａ同士に対して、グループ毎に供給するようにしてもよい。
【０１０８】
また、ＴＦＴ３０のゲートに走査線３ａが電気的に接続されており、所定のタイミングで
、走査線３ａにパルス的に走査信号Ｇ１、Ｇ２、…、Ｇｍを、この順に線順次で印加する
ように構成されている。画素電極９ａは、ＴＦＴ３０のドレインに電気的に接続されてお
り、スイッチング素子であるＴＦＴ３０を一定期間だけそのスイッチを閉じることにより
、データ線６ａから供給される画像信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎを所定のタイミングで書き
込む。
【０１０９】
画素電極９ａを介して電気光学物質の一例としての液晶に書き込まれた所定レベルの画像
信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎは、対向基板に形成された対向電極との間で一定期間保持され
る。液晶は、印加される電圧レベルにより分子集合の配向や秩序が変化することにより、
光を変調し、階調表示を可能とする。ノーマリーホワイトモードであれば、各画素の単位
で印加された電圧に応じて入射光に対する透過率が減少し、ノーマリーブラックモードで
あれば、各画素の単位で印加された電圧に応じて入射光に対する透過率が増加され、全体
として電気光学装置からは画像信号に応じたコントラストをもつ光が出射する。
【０１１０】
ここで保持された画像信号がリークするのを防ぐために、画素電極９ａと対向電極との間
に形成される液晶容量と並列に蓄積容量７０を付加する。走査線３ａに並んで、蓄積容量
７０の固定電位側容量電極を含むとともに定電位に固定された容量線３００が設けられて
いる。
【０１１１】
次に、本実施形態における電気光学装置の画素部における構成について、図１３及び図１
４を参照して説明する。図１３は、データ線、走査線及び画素電極等が形成された電気光
学装置の相隣接する複数の画素群の平面図であり、図１４は、図１３のＡ－Ａ´断面図で
ある。なお、図１４においては、各層・各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとする
ため、該各層・各部材ごとに縮尺を異ならしめてある。
【０１１２】
図１３及び図１４において、電気光学装置は、すでに言及したＴＦＴアレイ基板１０及び
対向基板２０を備えている。ＴＦＴアレイ基板本体１０Ｒは、例えば、石英基板、ガラス
基板、シリコン基板からなり、対向基板本体２０Ｒは、例えばガラス基板や石英基板から
なる。
【０１１３】
図１３において、電気光学装置のＴＦＴアレイ基板１０には、マトリクス状に複数の透明
な画素電極９ａ（点線部９ａ´によって輪郭が示されている。）が設けられており、画素
電極９ａの縦横の境界にそれぞれ沿ってデータ線６ａ及び走査線３ａが設けられている。
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【０１１４】
このうち走査線３ａは、半導体層１ａのうち図１３中右上がりの斜線領域で示したチャネ
ル領域１ａ´に対向するように配置されており、走査線３ａはゲート電極として機能する
。このように、走査線３ａとデータ線６ａとの交差する箇所にはそれぞれ、チャネル領域
１ａ´にゲート電極としての走査線３ａが対向配置される、画素スイッチング用のＴＦＴ
３０が設けられている。ＴＦＴ３０は、図１４に示すように、ＬＤＤ（Lightly Doped Dr
ain）構造を有しており、その構成要素としては、走査線３ａ、例えばポリシリコン膜か
らなり、走査線３ａからの電界によりチャネルが形成される半導体層１ａのチャネル領域
１ａ´、該走査線３ａと半導体層１ａとを絶縁するゲート絶縁膜を含む絶縁膜２、半導体
層１ａにおける低濃度ソース領域１ｂ及び低濃度ドレイン領域１ｃ並びに高濃度ソース領
域１ｄ及び高濃度ドレイン領域１ｅを備えている。
【０１１５】
また、図１３において走査線３ａに交差するように設けられるデータ線６ａは、図１４に
示すように、コンタクトホール８１を介して、前記高濃度ソース領域１ｄに電気的に接続
されている。なお、後述する中継層７１と同一膜からなる中継層を形成し、当該中継層及
び２つのコンタクトホールを介して、データ線６ａと高濃度ソース領域１ｄとを電気的に
接続してもよい。
【０１１６】
一方、図１４においては、蓄積容量７０が、ＴＦＴ３０の高濃度ドレイン領域１ｅ及び画
素電極９ａに接続された画素電位側容量電極としての中継層７１と、固定電位側容量電極
としての容量線３００の一部とが、誘電体膜７５を介して対向配置されることにより形成
されている。
【０１１７】
このうち容量線３００は、平面的に見て走査線３ａに沿ってストライプ状に延びており、
ＴＦＴ３０に重なる箇所が図１３中上下に突出している。このような容量線３００は、好
ましくは高融点金属を含む導電性遮光膜からなり、蓄積容量７０の固定電位側容量電極と
しての機能のほか、ＴＦＴ３０の上側において入射光からＴＦＴ３０を遮光する遮光層と
しての機能をもつ。また、容量線３００は、好ましくは、画素電極９ａが配置された画像
表示領域１０ａからその周囲に延設され、定電位源と電気的に接続されて、固定電位とさ
れる。このような定電位源としては、データ線駆動回路１０１に供給される正電源や負電
源の定電位源でもよいし、対向基板２０の対向電極２１に供給される定電位でも構わない
。
【０１１８】
さて他方、画素電極９ａは、液晶層５０に対して所定の電圧を印加するための一方の電極
であって、図１４に示すように、上述した中継層７１を中継することにより、コンタクト
ホール８３及び８５を介して半導体層１ａのうち高濃度ドレイン領域１ｅに電気的に接続
されている。画素電極９ａは、例えばＩＴＯ膜等の透明性導電性膜からなる。
【０１１９】
また、画素電極９ａの上側には、ラビング処理等の所定の配向処理が施された配向膜１６
が設けられている。配向膜１６は、例えばポリイミド膜等の透明な有機膜からなる。
【０１２０】
図１３及び図１４においては、上記のほか、ＴＦＴ３０の下側に、下側遮光膜１１ａが設
けられている。下側遮光膜１１ａは、格子状にパターニングされており、これにより各画
素の開口領域を規定している。また、開口領域の規定は、図１３中縦方向に延びるデータ
線６ａと図１３中横方向に延びる容量線３００とが相交差して形成されることによっても
、なされている。
【０１２１】
また、ＴＦＴ３０下には、下地絶縁膜１２が設けられている。下地絶縁膜１２は、下側遮
光膜１１ａからＴＦＴ３０を層間絶縁する機能のほか、ＴＦＴアレイ基板１０の全面に形
成されることにより、ＴＦＴアレイ基板１０の表面研磨時における荒れや、洗浄後に残る
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汚れ等で画素スイッチング用のＴＦＴ３０の特性変化を防止する機能を有する。
【０１２２】
さらに、走査線３ａ上には、高濃度ソース領域１ｄへ通じるコンタクトホール８１及び高
濃度ドレイン領域１ｅへ通じるコンタクトホール８３がそれぞれ開孔された第１層間絶縁
膜４１が形成されている。
【０１２３】
第１層間絶縁膜４１上には、中継層７１及び容量線３００が形成されており、これらの上
には高濃度ソース領域１ｄへ通じるコンタクトホール８１及び中継層７１へ通じるコンタ
クトホール８５がそれぞれ開孔された第２層間絶縁膜４２が形成されている。
【０１２４】
第２層間絶縁膜４２上には、データ線６ａが形成されており、これらの上には中継層７１
へ通じるコンタクトホール８５が形成された平坦化した第３層間絶縁膜４３が形成されて
いる。
【０１２５】
なお、第３層間絶縁膜４３の表面は、ＣＭＰ処理等により平坦化されており、その下方に
存在する各種配線や素子等による段差に起因する液晶層５０の配向不良を低減する。
【０１２６】
他方、対向基板２０には、その全面に渡って対向電極２１が設けられており、その下側に
は、ラビング処理等の所定の配向処理が施された配向膜２２が設けられている。対向電極
２１は、例えばＩＴＯ膜等の透明導電成膜からなる。また、配向膜２２は、ポリイミド膜
等の透明な有機膜からなる。
【０１２７】
更に、対向基板２０側には、上述の対向電極２１及び配向膜２２の下層として、前述の如
く格子状の遮光膜５００が形成されている。なお、すでに述べたように、遮光膜５００は
格子状である必要はなく、例えば、走査線３ａに沿ったストライプ状とされてもよい。
【０１２８】
そして、本実施形態においては、この遮光膜５００が、上述したように、対向基板本体２
０Ｒ、あるいは該本体２０Ｒ上に形成される、例えばオーバコート層６０３（第４実施形
態、図７参照）、カバーガラス９５０（第５実施形態、図８参照）等の層間絶縁膜に対し
て、埋め込まれた形態をとる。なお、図１４においては特に、対向基板本体２０Ｒに対し
て溝７００を形成し、該溝７００に対して遮光膜５００が埋め込まれた形態が示されてい
る（上記した第２実施形態に該当する。）。このような形態となることから、本実施形態
においては、遮光膜形成に起因する段差に係る弊害を被ることがない。
【０１２９】
（製造方法）
以下では、上記第２実施形態に係る電気光学装置の製造方法について図１５に示すフロー
チャート、並びに図１６及び図１７等を参照しつつ説明する。
【０１３０】
まず、対向基板本体２０Ｒを用意し、その表面を適当な方法により洗浄・乾燥した後、当
該表面に、所定のパターン形状を有する溝７００を形成する（ステップＳ１１）。この溝
７００の形成には、例えばフォトリソグラフィ法等を利用すればよい。
【０１３１】
すなわち、図１６に示すように、対向基板本体２０Ｒ上にフォトレジスト７１１を塗布し
てプリベークした後（図１６（ａ））、形成しようとする溝７００と同一のパターンが形
成されたフォトマスク７１２を介して紫外線等により露光を行う（図１６（ｂ））。ここ
に、「溝７００と同一のパターン」とは、本実施形態において、上述したように、例えば
格子状のパターンである。続いて、感光部分の除去、すなわち現像を行い、ポストベーク
を行って残存するレジスト７１１の硬化を行う（図１６（ｃ））。最後に、このレジスト
７１１をマスクとしたパターンエッチングを行った後レジスト７１１を除去すれば、所定
のパターンを有する溝７００が形成される（図１６（ｄ））。なお、いま述べた手法は、
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ポジ型であるが、ネガ型を利用しても何ら問題のないことは言うまでもない。
【０１３２】
再び図１５において次に、溝７００を形成した対向基板本体２０Ｒに対して、遮光膜５０
０を形成する（ステップＳ１２）。この遮光膜５００の形成は、例えばスパッタリング法
等を利用して、溝７００の形成部分及び溝７００の形成されない部分にかかわらず、対向
基板本体２０Ｒ全面に遮光膜を形成した後、溝７００の形成されていない部分については
、図１６で説明したようなフォトリソグラフィ法等により遮光膜を除去する、等の工程に
よって、これを行うようにすればよい。
【０１３３】
ここで、本実施形態においては、溝７００のみに遮光膜５００を形成する（ないしは残存
させる）方法として、上記フォトリソグラフィ法よりも、はるかに効果的な方法を利用す
ることを提案する。その方法としては、例えば、ＣＭＰ(Chemical Mechanical Polishing
)法をあげることができる（ステップＳ１２参照）。ここに、ＣＭＰとは、基板と研磨布
（パッド）の両者を回転等させながら、それぞれの表面同士を当接させるとともに、該当
接部位に研磨液（スラリー）を供給することによって、基板表面を、機械的作用と化学作
用の兼ね合いにより研磨し、当該表面を平坦化する技術である。
【０１３４】
このような方法によれば、図１７に示すように、第１次的に対向基板本体２０Ｒ全面に形
成された遮光膜５００Ａを研磨し（図１７（ａ））、第２次的に、溝７００の形成部分を
除く対向基板本体２０Ｒの表面２０Ｒａ及び溝７００内の遮光膜５００Ａを研磨する（図
１７（ｂ））ことで、最終的に、溝７００内のみに遮光膜５００が形成される形態、ない
しは、遮光膜５００が溝７００に埋め込まれた形態とすることができる。また、それのみ
ならず、このような方法によれば、遮光膜５００が埋め込まれた対向基板本体２０Ｒに関
し、その表面を極めて平坦にすることが可能となる（このような平坦化処理は、「ＣＭＰ
によるダマシン法」ということができる。）。
【０１３５】
なお、遮光膜５００の溝７００に対する、隙間のない完全な埋め込みを達成するためには
、例えばリフロー処理等を併せて実施することが考えられる。
【０１３６】
また、平坦化を図る処理としては、上記ＣＭＰのほか、ＳＯＧ（Spin On Glass）膜の形
成等によってもよい。ここに、ＳＯＧとは、基板を回転させながら液体状の適当な有機材
等を塗布することにより、液体のもつ水平面を現出させ、これを固化させることで平坦化
面を得ることの可能な技術である。
【０１３７】
さらに、遮光膜５００を、図５で説明したように、溝７００との間で隙間が生じるような
形で形成する場合には、すでに述べたように、その上層として、オーバコート層６０１を
形成するか、あるいはオーバコート層６０１を形成した後ＳＯＧ膜を形成するとよい。
【０１３８】
その他、遮光膜５００を埋め込んだ対向基板本体２０Ｒに関し、その表面に対する平坦化
を実現するためには、上記各種の手法を組み合わせる（例えば、オーバコート層６０１を
形成後に、ＣＭＰを実施する等）こと等も可能である。
【０１３９】
いずれにせよ、本発明は、これらのような形態、あるいはその他エッチバック法等その他
の平坦化処理を用いる形態であっても、基本的にその範囲内に収めるものである。
【０１４０】
なお、遮光膜を図１０又は図１１に示したように多層化する場合には、スパッタリング工
程において、各層の厚さが所望の値となるよう、適当なプロセス制御（例えば、スパッタ
リング時間の制御等）を行いながら、第一層、第二層、…と順次積層していき、その後に
、上記各種の平坦化処理を実施する、等とすればよい。
【０１４１】
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以上のようにして、対向基板本体２０Ｒに埋め込まれた形の遮光膜５００が形成され、そ
の全面に関する平坦化処理工程が完了したら、その上層として、対向電極２１を形成する
（ステップＳ１３）。この対向電極２１の形成は、ＩＴＯターゲットを用いたスパッタリ
ング法等を用いて実施すればよい。その厚さは、約５０～２００ｎｍ程度とするとよい。
【０１４２】
このように形成された対向電極２１は、すでに述べたように、その全面が平坦であるから
、段差によるクラック等の発生する余地がない。
【０１４３】
また、対向電極２１を形成した後は、その上層として配向膜２２を形成する（ステップＳ
１４）。この配向膜２２の形成は、例えばフレキソ印刷法により配向膜材料（例えば、ポ
リアミック酸、可溶性ポリイミド等）を塗布した後、この印刷形成された配向膜材料につ
いて仮焼成及び本焼成を行い、最後にラビング処理を実施する、等の順に沿って行えばよ
い。
【０１４４】
ここで、ラビング処理とは、回転金属ローラ等に巻き付けたバフ布で、焼成後の配向膜２
２表面を一定方向に擦る処理をいう。これにより、配向膜ポリイミドのポリマー主鎖がラ
ビング方向に延伸され、この延伸方向に沿って液晶層５０における液晶分布が配列するこ
とにより、該液晶分布の配向方位を所定の方向に揃えることが可能となる。なお、ラビン
グ処理が終了した後には、配向膜２２面に付着しているバフ布からの繊維の切片や配向膜
２２自体から発生した削り滓を除去するため、超純水中に基板を浸し、超音波洗浄した後
に、水切りのためのイソプロピルアルコールの蒸気に曝して乾燥する。
【０１４５】
ここで、本実施形態によれば、このラビング処理を、配向膜２２の全面に関して均一に行
うことができる。というのも、当該配向膜２２は、平坦化処理が施された対向基板本体２
０Ｒ及び遮光膜５００、並びにその上層たる対向電極２１、の上層として形成されるため
、該配向膜２２もまた、その全面が平坦だからである。
【０１４６】
以上により、対向基板２０側の製造が終了する。
【０１４７】
一方、ＴＦＴアレイ基板１０側の製造及び電気光学装置の製造は、図１８に示すフローチ
ャートのように行われる。
【０１４８】
すなわちまず、ＴＦＴアレイ基板本体１０Ｒとして、例えば石英基板、ガラス基板、又は
シリコン基板を用意し、適当な洗浄・乾燥処理をする（ステップＳ２１）。次に、該基板
本体１０Ｒ上に、図１４等に示したＴＦＴ３０、蓄積容量７０等の各種素子及び配線、並
びに層間絶縁膜４１、４２及び４３等を形成する（ステップＳ２２）。そして、画素電極
９ａ及び配向膜１６を形成（ステップＳ２３）して、ＴＦＴアレイ基板１０側の製造が終
了する。
【０１４９】
以上のように各層が形成されたＴＦＴアレイ基板１０及び対向基板２０を準備したら、こ
れらＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０とが、上下それぞれに形成された配向膜１６及
び２２が対面するように、図１及び図２において示されるシール材５２により貼り合わさ
れる（ステップＳ２４）。なお、この際、二枚の基板１０及び２０間には、その間隔を全
面において所定の値に維持するため、図示しないスペーサ（不図示）が散布される。次に
、ＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０との間に、例えば複数種類のネマティック液晶を
混合してなる液晶を注入する（ステップＳ２５）。これは例えば、真空吸引等により行え
ばよい。
【０１５０】
以上により、電気光学装置の完成をみる。
【０１５１】
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（電子機器の実施形態）
次に、以上詳細に説明した液晶装置をライトバルブとして用いた電子機器の一例たる投射
型カラー表示装置の実施形態について、その全体構成、特に光学的な構成について説明す
る。ここに、図１９は、投射型カラー表示装置の図式的断面図である。
【０１５２】
図１９において、本実施形態における投射型カラー表示装置の一例たる液晶プロジェクタ
１１００は、駆動回路がＴＦＴアレイ基板上に搭載された液晶装置を含む液晶モジュール
を３個用意し、それぞれＲＧＢ用のライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂとして
用いたプロジェクタとして構成されている。液晶プロジェクタ１１００では、メタルハラ
イドランプ等の白色光源のランプユニット１１０２から投射光が発せられると、３枚のミ
ラー１１０６及び２枚のダイクロックミラー１１０８によって、ＲＧＢの三原色に対応す
る光成分R、G及びGに分けられ、各色に対応するライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１
００Ｂにそれぞれ導かれる。この際特に、B光は、長い光路による光損失を防ぐために、
入射レンズ１１２２、リレーレンズ１１２３及び出射レンズ１１２４からなるリレーレン
ズ系１１２１を介して導かれる。そして、ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂ
によりそれぞれ変調された三原色に対応する光成分は、ダイクロックプリズム１１１２に
より再度合成された後、投射レンズ１１１４を介してスクリーン１１２０にカラー画像と
して投射される。
【０１５３】
この他、電子機器としては、液晶テレビ、携帯電話、電子手帳、ワードプロセッサ、ビュ
ーファインダ型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダ、ワークステーション、テレビ
電話、ＰＯＳ端末、タッチパネル等の各種電子機器を実現することが可能である。
【０１５４】
なお、上記各種実施形態においては、アクティブマトリクス駆動方式の電気光学装置を例
にとった説明を行ったが、本発明は、このような実施形態に限定されるものではない。す
なわち、電気光学物質に電圧を印加する電極の形態として、二枚の基板の双方に、ストラ
イプ状の電極を形成するとともに、これらが交差するように該二枚の基板を対向させた構
造を有する、いわゆる単純マトリクス駆動方式の電気光学装置に対しても、本発明の適用
が可能であることは言うまでもない。また、アクティブマトリクス駆動方式の一種である
が、上述したＴＦＴ３０を用いる形態ではなく、ＴＦＤを用いる形態にあっても、本発明
が適用可能である。さらに、本発明は、一対の基板の一方について配向膜を備えない電気
光学装置、例えば、ＥＬ装置や電気泳動装置、あるいは同じく電極を備えない電気光学装
置に対しても適用可能である。
【０１５５】
本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読
み取れる発明の要旨、あるいは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変
更を伴う電気光学装置及び電子機器もまた、本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態の電気光学装置におけるＴＦＴアレイ基板を、その上に形成
された各構成要素とともに対向基板の側から見た平面図である。
【図２】　図１のＨ－Ｈ´断面図である。
【図３】　図２における符号ＣＲを付した円内部分を拡大して示す拡大断面図である。
【図４】　図３と同趣旨の拡大断面図であって、対向基板本体に溝を形成し該溝に遮光膜
を形成した態様を示す図である。
【図５】　図４と同趣旨の拡大断面図であって、溝と遮光膜との間に隙間が生じている態
様を示す図である。
【図６】　図４と同趣旨の拡大断面図であって、遮光膜の上層として、カラーフィルタ及
びオーバコート層を更に設けた態様を示す図である。
【図７】　図４と同趣旨の拡大断面図であって、遮光膜の下層として、カラーフィルタ及
びオーバコート層を更に設けた態様を示す図である。
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【図８】　図４と同趣旨の拡大断面図であって、遮光膜の下層として、マイクロレンズ及
びカバーガラスを更に設けた態様を示す図である。
【図９】　遮光膜の具体的態様を示す図であって、一つの材料で一層のみの構造となる遮
光膜を示すものである。
【図１０】　遮光膜の具体的態様を示す図であって、二つの材料で二層構造となる遮光膜
を示すものである。
【図１１】　遮光膜の具体的態様を示す図であって、三つの材料で三層構造となる遮光膜
を示すものである。
【図１２】　本発明の実施形態の電気光学装置における画像表示領域を構成するマトリク
ス状の複数の画素に設けられた各種素子、配線等の等価回路を示す回路図である。
【図１３】　本発明の実施形態の電気光学装置におけるデータ線、走査線、画素電極等が
形成されたＴＦＴアレイ基板の相隣接する複数の画素群の平面図である。
【図１４】　図１３のＡ－Ａ´断面図である。
【図１５】　本実施形態に係る電気光学装置の対向基板側の製造工程を示すフローチャー
トである。
【図１６】　対向基板本体に溝を形成する工程を説明する図である。
【図１７】溝が形成された対向基板本体全面に遮光膜を形成し、該溝にのみ遮光膜を残す
とともに、平坦化（ＣＭＰ）を行う工程を説明する図である。
【図１８】　本実施形態に係る電気光学装置のＴＦＴアレイ基板側の製造工程及び該電気
光学装置全体の製造工程を示すフローチャートである。
【図１９】　本発明の電子機器の実施形態である投射型カラー表示装置の一例たるカラー
液晶プロジェクタを示す図式的断面図である。
【符号の説明】
１ａ…半導体層
１ａ´…チャネル領域
１ｂ…低濃度ソース領域
１ｃ…低濃度ドレイン領域
１ｄ…高濃度ソース領域
１ｅ…高濃度ドレイン領域
２…絶縁膜
３ａ…走査線
６ａ…データ線
９ａ…画素電極
１０…ＴＦＴアレイ基板
１０Ｒ…ＴＦＴアレイ基板本体
１１ａ…下側遮光膜
１６…配向膜
２０…対向基板
２０Ｒ…対向基板本体
２１…対向電極
２２…配向膜
２３…遮光膜
３０…ＴＦＴ
５０…液晶層
５２…シール材
５３…額縁
７０…蓄積容量
８１、８２、８３、８５…コンタクトホール
１０１…データ線駆動回路
１０２…外部回路接続端子
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１０４…走査線駆動回路
１０５…配線
１０６…導通材
５００、５０１、５０２…遮光膜
６００、６０１、６０２、６０３…オーバコート層
７００、７０１、７０２、７０３…溝
８００、８０１…カラーフィルタ
９００…マイクロレンズ
９５０…カバーガラス

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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